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コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金（コンテンツ業界

のＤＸに資するシステムの開発・実証を行う事業）は、特定非営利活

動法人映像産業振興機構から補助対象者に交付されるものであり、直

接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではありません

が、国からの補助金を原資としていること等から、所得税法第42条又

は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす

場合には圧縮記帳等の適用が認められます。 

 

なお、当該補助金のうち「経費を補填するための補助金」について

は所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記

帳等の適用は認められません。 


